
 

岩手県監査委員告示第５号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づき、監査委員監査基準（令和２年岩手県監査委員告示第12号）

に準拠して行った令和６年度の出納その他の事務の執行に係る財政的援助団体等監査の結果を次のとおり公表する。 

  令和８年１月９日 

 岩手県監査委員 佐々木 朋 和  

岩手県監査委員 名須川   晋  

                                        岩手県監査委員 五 味 克 仁 

岩手県監査委員 中 野 玲 子  

１ 監査対象団体、監査の実施内容及び監査の着眼点 

監査対象団体 
監査の実施内容 監査の着眼点 

区 分 名 称 

補助金、

交付金、

負担金等

の財政的

援助を与

えている

団体 

一般財団法人クリーンいわて事業団 監査対象団体で処理している事

務のうち、県の財政的援助に係る

収入、支出、契約、財産管理及び

事業実施の各事務について、関係

帳票及び証書類等を調査し監査を

行った。 

財政的援助金の受入れは必要な

時期に適正に行われているか、財

政的援助金を他に流用し、若しく

は不正に使用しているもの又は使

途の不明なものはないか、計画と

実施内容は相違していないか等に

着眼して監査を行った。 

公益財団法人岩手県観光協会 〃 〃 

一般社団法人岩手県配合飼料価格安定基

金協会 
〃 〃 

公益社団法人岩手県農業公社 〃 〃 

出資して

いる団体 

一般財団法人クリーンいわて事業団 監査対象団体で処理している事

務のうち、収入、支出、契約、財

産管理及び団体運営の各事務につ

いて、関係帳票及び証書類等を調

査し監査を行った。 

収入及び支出の各事務は適正に

行われているか、基本財産はその

目的に沿い最も確実かつ有利な方

法により保管及び管理されている

か、利益処分は適正に行われてい

るか等に着眼して監査を行った。 

公益財団法人ふるさといわて定住財団 〃 〃 

公益財団法人岩手県観光協会 〃 〃 

公益財団法人岩手県漁業担い手育成基金 〃 〃 

公益社団法人岩手県農業公社 〃 〃 

公益社団法人岩手県農産物改良種苗セン

ター 
〃 〃 

公の施設

の管理を

行わせて

いる団体 

株式会社仙北造園 監査対象団体で処理している事

務のうち、県の指定管理に係る収

入、支出、契約及び事業実施の各

事務について、関係帳票及び証書

類等を調査し監査を行った。 

基本協定書、年度協定書及び仕

様書に基づき管理運営に係る出納

事務が適正に行われているか、仕

様等に基づき管理業務が適正に行

われているかに着眼して監査を行

った。 



 

２ 監査の結果 以上の団体については、監査した限りにおいて、財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、財政的援助等

の目的に沿って行われており、おおむね良好と認められた。 
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